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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

認
定
講
習
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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司 
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一 

 



 

認
定
講
習
は
、
教
員
の
学
力
を
実
質
的
に
向
上
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
ね
ら
い
が
あ
る
と
思
う
が
、
現
在
の
状
況
で
は

か
え
つ
て
色
々
な
弊
害
の
み
が
目
立
つ
て
い
る
。
即
ち
講
習
の
方
法
を
改
善
し
て
、
受
講
者
も
講
師
も
生
徒
も
父
兄
も
で
き

る
だ
け
負
担
を
軽
減
し
て
、
弊
害
の
除
去
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
い
て
は
次
の
各
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

受
講
教
員
や
Ｐ･

Ｔ･

Ａ
に
経
済
的
な
負
担
を
か
け
な
い
で
、
文
部
省
が
認
定
講
習
の
全
額
経
費
を
負
担
す
る
よ
う
本
年

度
の
補
正
予
算
及
び
明
年
度
以
降
の
予
算
に
措
置
す
る
を
当
然
と
思
う
が
、
政
府
に
そ
の
用
意
あ
り
や
。 

二 

講
師
及
び
受
講
者
は
、
精
神
的
、
肉
体
的
の
過
重
負
担
に
悩
ま
さ
れ
、
学
校
及
び
生
徒
は
学
習
上
多
大
の
損
失
を
招
い

て
い
る
。
か
か
る
が
故
に
、
文
部
省
は
次
の
如
き
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
所
見
如
何
。 

2 

全
体
の
受
講
期
間
を
少
く
と
も
三
年
間
延
長
し
、
一
單
位
の
時
間
数
を
短
縮
し
て
、
一
週
に
土
曜
と
日
曜
だ
け
の
受 

1 

講
習
の
方
法
を
講
義
録
に
よ
る
自
宅
学
習
主
義
に
改
め
て
、
検
定
試
験
に
よ
り
所
要
の
單
位
に
合
格
す
れ
ば
、
免
許

状
を
付
與
す
る
こ
と
。 

認
定
講
習
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

講
で
、
十
分
免
許
状
が
も
ら
え
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。 

3 

講
習
期
間
中
は
補
助
教
員
を
置
き
、
学
校
経
営
に
支
障
を
来
た
さ
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。 

右
質
問
す
る
。 


